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はしがき－－史料について

１． 蜂起当時の新江省の軍情
２． 金銭会の成立

３． 金銭会の発展

４． 金銭会の蜂起

　

むすびに代えて－－蜂起の条件とその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主体

はしがき－－史料について

本稿は， 太平天国革命中に起った地方的蜂起研究の一部をなすものであり， 前稿 「清朝成豊期間

南における小刀会の蜂起について」１）の続編というべきである， その目的はこれら蜂起の歴史的必

然性 （一義的な法則という意味でなく， 歴史的諸関連という程度の） や， その歴史的評価にあった

のであるが， 以下に見らるるようにかならずしも成功せず， いわば雑駁な梗概を述べるにとどまっ

た， その一半の理由は史料の制約ということにも拠るが， 主たる理由は勿論私の無能の然らしむと

ころである， 他日を期すると共に， 大方の御教示を賜わりたい， さて表題の如き金銭会の反清的反

権力的蜂起について書かれたものは， 従来全く見かけない．
２）恐らくそれはこの蜂起が局地的であ

り， 且つ短期間内に官兵と地主階級による団練との協力によって鎮圧された為に， 歴史家の意を惹

くに足らなかったからでもあろうが， いま一つには史料の稀少と無整備によるものと思う， 叉手許

の 「東華続録」 でもこの蜂起については直接に殆ど触れていない， しかしこれはこの蜂起が取るに

足らないものであったからではなく， 後述のように， 蜂起当時断江省全域が疾風の如き太平軍の膜

網の下にあったという情況による為であろう，

　

ただ金銭会蜂起についての史料が従来とても全く見られなかったわけでなく， 孫衣言 （道光３０年

進士， 後に江寧布政便， 瑞安県出身， 金銭会鎮圧に奔走した翰林侍読孫鍋鳴の実兄。）の 「会匪紀略

「会匪紀略書後」 「叉書会匪紀略後」 が葛士溶編 「皇朝経世女続編」 に収録されて居り， その外貌

は知り得た， ところが昨年， 上海人民出版社から満崇岐編 「金銭会資料」 なる資料集が刊本として

出版され， 金銭会研究に一段と便宜を与えるようになった． これにはもと１０種の資料が収められる

予定であったが， そのうち劉祝封の 「銭匪紀略」 は１９９５年第３期 「近代史資料」に載っているので

それを除外し，９種だけが収録されている．
３）従って資料集としては完全なものではない．しかも刊

本としても不体裁な部類のもので， 誤植の虞れがないとはいえない， この点でこの資料集をそのま

ま用いることには， 史料操作の上で種々難点があるが， 只今の私には劉氏 「銭匪紀略」 は全く見る

機会を持たなかったし， 叉前記孫衣言のものを除く他の８種についても原典に当ることができなか
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つたので， 一応そのまま使用させていただいた， ただ誤植の危－倶も， この資料集に含まれている前

記孫氏３編と， 「皇朝経世女続編」 （光緒２３年刻印） にあるそれとの照合の結果， 殆ど誤りを認め

なかったので，
４）他にも信を置いて差支えないのではないか， 叉これら諸史料は， すべて封建的支

配階級の手に成れるもので，特に人民蜂起については極めて偏頗な見方をもつのが普通である． た

だ， この資料中， 大半を占め且つ史料として最も根本的なものと考えられる「銭虜愛書」 の如きは

黄体芳 （瑞安人， 同治２年進士， 選翰林院庶吉士， 散館授編修， 官至兵部右侍良＝， 隆通政便。）が，
金銭会蜂起の顛末について直接目撃した事柄を， 日を逐って詳細に書きつられたもので， その中か

ら激越な敵意の調子を除けば， 事件の現象面については極めて確かなものであろう，
註

　

１）．北海道学芸大学紀要， 第一部９の１所収，

　　

２）管見するところでは， 羅爾綱氏「太平天国史縞」巻４表１， 会党起義表下に「這一月， 断江金銭会閥栄

　　　　

・超起・藩英等克温州府． 尋為清軍撃破。」とあるだけであるが， これは簡に過ぎるし， 一月とあるの

　　　　

は後述の如く誤り．

　　

３）黄体芳「銭虜麦書」， 超之謙 「金銭会強記」（本名 「墳記」）， 孫衣言「遜学高文秒」（これに本文掲「会

　　　　

匪紀略」 等３編含む。），「平陽県志」（選録）， 「永嘉県志」（選録）， 「景寧県志」（選録），「泰順分彊

　　　　

録」（選録）， 「福寧紀事」（選録）， 「左女装公全集」（選録） 以上９種．

　　

４） 「皇朝経世女続編」 収録の「会匪紀略書後」 で超起とあるべきを， 資料集では超啓となっている． 後

　　　　

述のように， これは同一人物であり， 超啓が正しいようである．

１． 蜂起当時の断江省の軍－祷

金銭会の反清的武装蜂起とは， 太平天国も終りに近い成豊１１年（１８６１）６月－－同治元年（１８６２）１

月の僅か６箇月間に， 新江省東南部の平陽県を根拠とし， 北は瑞安県から温州府， 西南部は泰順県

から福建省の福鼎県に及ぶ地方的人民蜂起を指す， 後述のように蜂起の余波は， 同治３年頃まで続

くが， 本稿ではひとまず上記の期間の蜂起のみを扱う，

　

ところで， この蜂起当時， 「財賦の区」と称せられた断江省全域は， 太平軍に牒網され， 清朝は

重大な局面にさらされていた． そこで舷ではその軍情の梗概を述べ， 金銭会蜂起との関係について

少しく触れてみたい，

　

成豊１１年３月， 太平軍随－－の軍政家李秀成は， 向栄に代った和春の江南大営を痛撃して天京への

囲攻を破り， その後， 常州・蘇州・嘉興・松江等の江南における重要域鎖を相次いで占領し， ８月

には上海の徐家匝に迫り， 爾後該地に於て英仏軍及び清軍と衝突し， 太平天国にとって新しい転機

を高すこととなる． 断江省について言えば， その間， 李秀成は李世賢をして， 安徽省の徽州から新

江省の淳安に侵入せしめ， 李世賢は左宗業塵下の兵勇と干支を交えつつ， その年のうちに， 常山・

金華・厳州・温州・処州・台州・寧波らの諸府県域を次々と攻略し， また１１月末には， 李秀成みず

から大軍を率いて省城杭州を攻陥し，全新省の重要都市は一時殆ど太平軍の手に入ったかの観を呈

した． それらの軍情については， 該地から相次いで天朝に報ぜられ， 例えば 「東華続録」 成豊１１年

１０月戊寅の上諭には， 「賊匪， 厳州等の城を攻陥し， 直ちに杭州に偏る， 偽忠逆等， 復た常山・江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ナ

　

で
山に鼠陥し， 進んで猫州を囲む， 新江の情形業己に全体東欄せり。」と省城の危急を告げたのも束の

間， 次いで藤換の柊に拠り， 杭州府城１１月２８日失守の報が入り， 端体備の票に拠り÷ 文武の大吏の

殉難者多数， 数万の潰兵の安徽省への逃避等の事実が陸続と報ぜられ， 「東南の大局収拾すること

愈々難からん。」
１）と皇帝を嘆ぜしめた， 陥落当時の杭州府城は， 食糧全くなく， 争って死者の肉

片を食らう程の惨情をを呈した，
２）そのときまでに未だ太平軍に攻略されなかった府県域は， 銭塘

江上流・江西省寄りの衝州府， 大湖西南方の湖州府， 甑江河口の温州府， 及び嘉興南部の海寧州
一城のみであった． しかも曽国藩が上奏しているように，

３）湖州・海寧は太平軍の制圧の下にあり

且つ温州府城は土匪に劫掠され， 新江省における清朝政権回復の唯一の拠点は衛州を残すのみであ

－

　

８３

　

－
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つた， このような情勢下で， まさに突如として金銭会の蜂起が見られたのである．

　

では， 上の如き軍情下で， 金銭会蜂起のもつ歴史的意義はどのようなものであろうか， この点に

ついては勿論軽々しく論ずるわけにはゆかぬ， 皇朝には， 比較的些細な事件として映ぜられてい

たのかもしれぬ， 「東華続録」 同治元年正月丁亥の上論では， 「温州土匪紛集， 恐難終保。」と， 一

面懸念しつつも， 全般的には軽くあしらっている． 叉同じ威豊１１年１１月発丑の上論では， 「それ温

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
州黄厳等の処の水師， 如し調派すべきあらば， 則ち杭に去かしめよ。」とあり， 既にこの年の８月及

び９月に， 二度にわたる金銭会党の温州府城劫掠が見られ （即ちこの主題たる蜂起の過程），１１月に

は瑞安県域が最も危険な情況下に置かれていたのをみれば， ともかく現地の重大さについては顧慮

を払っていなかったように思われる． 更に間断総督慶端に対し， 同年９月頃から朝廷では 「援漸之

師」 をおこすべきを命じていたのに， 慶端は福建の 「北路喫緊」 なるを理由に，１２月に至るも尚建

寧に駐梨したまま兵を動かそうとしなかった． この態度に対し， 皇帝は激しい憤りを示し， 「断江

省城， 囲を被ること巳に両月を逢え， 卒に糧尽き援絶え， 匪に攻略せらる．奏を覧るに，局ぞ憤癒に

勝えん， 間断総督慶端， 身兼折に任たるに， 遷延して進まず， 以て杭域失陥するに致る， 実に救援

　　　　　　　　　　　　　　　

たゞ

　　　　　　　　　

せし
力めざるに属す， 慶端即ちに革職著む。」

４）と諭示した． 慶端が救援を拒める理由としての 「北路喫

緊」 が， 金銭会の福建省北境侵犯であることは， 彼の 「平陽会匪獄陥福鼎， 北路喫緊。」
５）の語によ

って明らかだが， 事実この 「間省北門鎖錦」６）たる福鼎は， 少くとも９月末から１１月２３日まで金銭

会蜂起軍の手中にあったのである，７）それはさて措き， 濠端にとっては， 皇帝の叱責の如き単なる

彼の 「恩恵」 のために北上を肯んじなかったのではなく， 金銭会の福鼎来犯を極めて重大視してい

たのかも知れぬ， この点の真実は不明であるが， 前記した東華続録の記載の仕方から考えて， 清朝

がこの蜂起を仮に軽視していたとしても， それはただ， 当時期の太平軍或は捻党の活動との比較に

於てのみ， そのように観取されたと考えた方がよくはないか． 換言すれば， それ程新江省に於ける

・太平軍の動きは激しく， 清朝にとって死活の重大事であって， 金銭会の如き地方的蜂起を顧慮せし

めない程のものであったからであろう，

　

では金銭会と太平軍とは如何なる関係をもっているか， 勿論それは太平軍の分股でもなければ，

両者間に， 直接的な関係があった様子は全く見られない． しかし金銭会の「蜂起」は太平軍の新江省

進入に誘発されたらしいことは，「金銭会匪之初起，弱ｒ脂言‐容賊号令。」
８）などによって推測し得る，

また金銭会が生れたのは大体成豊８年らしいが（後述）， この年の３月には， いわゆる 「楊章構難」

後， 洪秀全とも狭を分って独自の行動をとっていた石達開が， 江西省から新江省に来犯し， 断江省

の西部及び西南部の諸城鎮を相次いで攻略し， ７月福建省に進出す・るまで漸省に重大な脅威を与え

ていた．
９）この点から憶測して， 金銭会の創始そのものも亦， 石達闇の軍行動に何らかの刺戟を受

けた結果といえるかもしれぬ，

　

ところで 「金銭会践ＩＥ記」 には， 金銭会が温州府城をめぐる戦闘に敗れた後， 会徒１０をして奪取し

た道印・府印を太平軍の陣営に献上せしめ， 大平軍の温州府城の占領を求めた， 時に太平軍は処州

入域の際であったが， 太平軍では， 既に汝等によって忠Ｊ京を受けた 「己空之城」 を取らんことを勧

めたのは， まことに遺憾至極だとして８人を斬り， ２人に印を持たして帰らしめ， その要請を断っ

た， とある，
ｌｏ）しかしこれはどうも真実ではなさそうである， というのは， 他の史料にはその事に

つき全く触れられていないということはさて措き， 「泰順分彊録」 に， 翌同治元年２月 「青田・景

寧相継失守， 会匪余党引之入温， 連攻氷・瑞二邑。」１
ｌｉと見え， さきの軍便の件からこの時まで－－

即ち鎮圧された直後の金銭会の残党による大軍の温州府城への駕導の時まで， 僅か数ヶ月しか経っ

てないからである，

　

また越啓．繁華らの会首たちが， 蜂起失敗後， 身を太平軍に投ぜんとしたが如きは，
１２）蜂起の発

－
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展途上で次第に太平軍に接近しようとした態度を窺い得る， しかしこれとて両者間の緊密さを証明

する程のものではなく， その点でさきに直接的には関係がないといったのである， ただこういうこ

とが言えはしまいか， 太平軍の方はともかく， 金銭会側から言えば， 前述の如く， その発展途上で

次第に太平軍に接近しようとしたのではないか， と， さきの 「金銭会頚記」 が， 何らか事実を根拠

にして書かれているとしたら， 太平軍側が 「己空之城」 なるが故に 「犯温」を拒否したり， 金銭会

の軍便を斬ったということにあるのではなく， 金銭会側が積極的に太平軍に結びつかんとした態度

にその真実があるのではないだろうか，
註

　

１）３）東華続録， 同治元年正月丁亥

　　

２） 説漸巻２， 談成豊１１年１１月２８日杭州復ー陥１２月初１鞘尚城亦＝債（中国近代史資料叢刊 「太平天国］Ｗよ

　　　　

り転引）

　　

４） 東華続録， 成豊１１年１２月戊寅

　　

５）同上乙丑

　　

６）福寧紀事 （資料集 ｐ．１２４）

　　　　

＊ 以下， 算用数字でペイジ数を示すものは， すべて前記「金銭会資料」集のペイジをあらわす．

　　

７） 「遜学斎女秒」会匪紀略の９月末頃の事情を叙した中に， 「平陽賊巳分党破福鼎突。」とあり， 叉「銭

　　　　

虜髪書」 の１２月１６日の記事中， 総兵秦如虎の翰林侍誠孫僻鳴に与えた文書中の言葉として， 「前月２３

　　　　

日克復福鼎． 誠斬会匪数百。」とあるに拠る．

　　

８） 「遜秒」 （遜学詩文秒の略． 以下同）ｐ．７２

　　

９）談漸巻１（前記「太平天国」Ｗ）参照

　　

ｌｏ）ｐ．４５

　　

１１）ｐ．１００

　　

１２） 「遜秒」 に「瑞安賊首禁華亦由山路逸， 将走青田投署賊， …趨起（越啓） 逸出従事賊， 復逸至玉環，

　　　　

被獲， 楳死。」（ｐ．５９），「平陽県志」 に「趨起逸出従容賊。」（ｐ．８３）

２． 金 銭 会 の 成 立

　

「金銭会匪， 成豊８年に起る， 筆を売る者に金華の周兆栄有り， 青田に流寓す， 粗々字を識り，

ト卦を能くし， 妻を青田の小渓に要り，妖術を以て人に喫菜を教う， 其れ教に入る者， 銭２５０を沸

湯中に投じて煮， 焚くに符呪を以てし， 湯を取りて之を飲めば， 刀棒も傷つく能わず， 之を銅銭壮

と謂い， 永嘉の青田の山中に票まる， 是時事賊巳に処州を陥れ， 村民遣を引くを煙れ， ｝タ衆を糾

めて之を掩い， 其の巣を壌く． 而して青田の令亦兆栄を捕うるを名とすること甚だ急なるにより，

兆栄遂に温州に走り， 流転して平陽の銭倉鎮に至り， 名を周栄と日ぅ， 超起 （超啓）１）は銭倉の埠

役にして， 店を設けて以て客を寓し， 嘗て結盟拝会を以て諸悪少年を票む， 既にして周栄至り， 復

た衆を票め銭を鰍めんことを謀り， 自ら金銭７を山中に得， 後当に貴なるべしと云う， 是に於て好

民朱秀三・謝公達・纏元・張元・孔広珍・劉汝鳳等８人と， 合謀して金銭会を為り， 而して先ず銭

倉汎の外委朱鳴邦を誘い入会せしめ， 銭倉山の廟神に依託し以て衆を惑わす， 入会者は銭５００を会

首に納め，別ｉち廟神に詣り， 約に負くこと無きを誓う， 人ごとに大銅銭一枚・紅帖条約一紙を給せ

られ， 少長老幼となく皆相呼びて兄弟と日う． 其銭女は金銭義記と日う， 其帖は八卦に分ち， 卦は

　　　　　　　　　　　　　

－次じ
３，０００人を以て起め， 数たろ５－６，０００人に至る， 以て声勢を張る． 叉自ら賊渠白老三なる者， 平陽

　　　　　　　

ひそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おお
人にして， 陰かに授くるに号令を以てし， 人会者は賊の禍無しと言う， 是に於て従う者日に衆く，

平陽の商質・′官民， 賄を以て偽銭を購うに至る」

上の長女は 「遜学喬女秒」 中， 「会匪紀略」 に見える金銭会創始に関する記述である， これに拠

ると金銭会は， 金華県の人周兆栄なる者が， 青田県から平陽県銭倉鎮に流転後， 周栄と改名し （官

憲の捜査を遁れる為か？） 該地に於て超啓を知り， 超啓に謀って金銭７箇２）を得たと称し， 且つ他

日それが大いに昂貴なるべしと宣伝し， 更に朱秀三ら６人を交えて，
・ここに金銭会なる一種の呪術

的秘密結社をつくった， 叉， 平陽の白老三なるもの， 宣伝これ努め， 入会者は太平軍に劫掠を受け

－

　

８５

　

－
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ぬと言ったために， 平陽の商買官民の競って入会するもの増し， その勢力は次第に大きくなった，

入会者は金銭義記なる私鋳３）の大銅銭１枚・会則記載の紅帖１紙を受け取り， 長幼の別なく， すべ

て兄弟と称した， その帖は八卦とし， 卦は数千人から成った．４）ところで金銭会の結成は， 前掲史

料では成豊８年 （１８５６） とあるが， 同じ孫衣言の 「奉直大夫中書科中書街平陽楊府君墓誌銘」５）に

は 「威豊９年， 平陽好民８人票銭倉， 目言受容賊号令， 訳郷民結盟為会。」とあり， １年のズレが見

られるが， その何れが正しいか決めかねる，６）

　

金銭会は上記の如く， 勿論周栄・超啓ら８人の合謀によって生れたものであろう， しかし超啓ら

に逢う前の， 青田に於ける周栄の行動， 叉 「会匪紀略書後」 に， 「威豊７・８年の間， 害賊既に新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おでや

　　　　　　　　　　　

くる
の東西を縦横す， 而して州県， 群小人を挟かし， 之を困しむるに指輪を以てす， 民間始めて怨む．

然れども亦未だ嘗て敢て官に抗せず， 会匪の乱， 実に客民周栄なる者より之を償う。」とあるのを併

考すれば， 金銭会創立の構想を樹立し， 且つそれを中核とした反清反権力的蜂起を推し進めた最初

の人は周栄であったと考えられる， ところが， 「資料集」 全般に亘って見るに， 蜂起後の周栄の活

動は全く記載されていず， 蜂起潰滅の時尚 「未獲者」 と報ぜられ， 蜂起途上及び潰滅後も生存して

いたと考えられるフシがあるのに， その行動は沓として不明である， 金銭会側の資料が絶無であり

従ってその内部事情や会徒たちの経歴などがよく判らないのは仕方ないとしても， 前掲史料に見え

た８人の創始者のうち， 超啓・朱秀三， 特に超啓についての記載が多いのは， 蜂起の根拠地が彼の

本郷・平陽県銭倉鎮であり，
７）周栄を除く他の６人も彼と同郷の人であり， しかも金銭会成立前既

に当地に於て 「結盟拝会」 の首謀者であったからであろう， 従って金銭会の発展過程の中で， 客民

たろ周栄は次第に会の中核から疎外され， 会のイニシァティヴは周栄から超啓に漸次移っていった

ためではないか． ８月２７日， 温州府城攻撃に当り， 「越啓在沙洋娘娘宮戯台上点一万人， 分１０隊，

……超啓頭上白布， 身穿白短桂・白帯， 帰頭隊乾字号， 其人最多。」８）と見え， 一種統轄者的態度を

取っているのはそれを物語るようである． また周栄のみならず， 趨啓・朱秀三を除く， 創立当初の

他の会首たちも， 史料の上からみて何となく影が薄く見えるのは， 蜂起後， 後に見るように禁華９）

・播英らの実力者が入会し， 会をリードして行ったためでもあろうかと考えられるが， しかしどこ

までも 「集団指導」 的色彩が強く， 決して超啓や禁華など一部の人達の独裁的傾向は， 少くも史料

の上からは見られない．

　

註

　

１） 「資料集」中， 越起とあるのは「遜秒」 「平陽県志」 「氷嘉県志」。超啓とあるのは「銭虜髪書」 「金

　　　　

銭会墳記」 「泰順分彊録」 「福寧紀事」 「左変女公全集」。「景寧県志」 には記載がない． そのうち根

　　　　

本史料である「銭虜髪書」 に拠って， 超啓とするのが正しいと思う．

　　

２） これがどんなものか， 全く不明．

　　

３） 「周栄……与趨・朱等私鋳金銭， 招村民入会。」（銭虜要害，ｐ．１）

　　

４） 「遜砂」（ｐ．７０） に， 「８人 （周栄・超啓等８人） 者各為一幸ト， 卦各数百人，ｄ飢号称数千。」とあり，

　　　　

卦に含まれる員数は， 本文掲のとは大分違う．

　　

５）前註と同，

　　　

６） 「平陽県志」 も， 金銭会創始の年は成豊８年となっているが， 註記の女は 「会匪紀略」と同文であり

　　　　

「平１場県志」 （中華民国１４年刊） は， 「会匪紀略」 （同治５～１２年刊） に拠ったと考えられるから，

　　　　

これを以て成豊８年創始とする援用史料となすわけにはゆかぬ．

　　

７） 「銭虜髪書」（ｐ．１） に， 「毎入会者， 先詣越啓飯舗受金銭一． 出ｆおり銭５００女， 帰諸会首。」 とあるよ

　　　　

うに， 超啓の飯錨は参謀本部的機能を果していたのではないか，

　　

８） 「金銭会横記」ｐ．４４

　　

９） 禁華については後述するが， 同上史料に， 「金銭会匪中有禁華者， 選抜貢生也． 随敗首越啓為変， 一

　　　　

切調度皆出其手． ……略知軍事， 非能事事洞暁， 而用之。」と見えるように， 彼は蜂起軍の経済的支柱

　　　　

をなしていたし， 叉極めてめて直観的に事態を正しく把握する能力を有していたようである，

３． 金 銭 会 の 発 展

　　　

－

　

８６

　

一



藤

　　

岡

　　

次

　　

郎

　

さて， 以上の如く成立した金銭会は， 如何にして発展膨脹を成したか． 「銭虜愛書」には， 「会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　
を立つるの時に当り， 長毛を、揮御するに托して名と為し， 私かに精忠保国の印を刻し， 故以に衆の

惑う所と為る。」とあり， 続いて， しかし当時はなお法令が厳格であった為， 数年間は蓄謀して蜂起

の気配を全く示さなかった． ところが， 濯惟本の平陽知県接纂後， 吏治弛み， その為諸会首は次第

　　　　　　

海など
に官府を易り， 銭倉江の南北沿岸一帯は， 公然と 「酸飲焚香」するに至り， 威豊９年に至るや， 漸

次瑞安県西北郷， 金谷山・小算竹からの貧民・窟業者間１）に蔓延し， 党勢はいやが上にも挙った，
とある，

　

叉彼ら会首たちが早くから地方の青吏官員武弁らに取り入り， それと結んでいたのは， 「遜砂」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は力．リごと
に， 「周溶 （周栄の誤であろう） ・超起の輩， 無頼なりと難も， 然るに計頗る隣にして， 巳に各営

の弁兵及び府県署の晋吏と勾結し，叉平時街署に出入する紳給，皆縦跡有り．
１）官の意旨挙動， 府県

城の虚実， 其情皆賊に潜輪す。」
２）とあることによって知られるが， そのことに関し趨啓の飯鋪が大

いにその機能を果したことであろう．
３）もともとそれを取締るべき任にあり， 権力機構の末端にあ

る地方の小役人や下級武官が， 反官的反権力的な秘密結社としての金銭会と結ぶことは一見奇異に

も見えるが， 地方官庁の小官小吏は元来出目に於て結社内部の人達とさしてかけ離れたものでなか

ったろうし， 金銭会側からいっても， その草創期に於ては， それが発展する為に， いわば 「革命の

敵」 側に喰い入ることによって， 当座敵の鋭鋒を避け， 叉緩兵の策を講ずる必要に逼られていた，

このことは恐らく多くの蜂起の草創期に見られる現象ではないだろうか，
４）従って蜂起が発展途上

で真に強さを発揮し， その性格を明らかにする為には， 何れその様な不純分子を排除する必要があ

ろう．

　

そのことについては後述することとして， 以上の如く， 当面敵側の戦列を乱す策戦としてとられ

たと思われるものに， 金銭会が蜂起直前に所謂 「義団」 として， 官から公許された事実がある． 即

ち 「平陽県志」 には，「（成豊）１１年辛酉春， 署巡道志勲・署知府黄惟話， 県をして超起に｝業を給し

て団練と為さしむ． 趨起旗を城南に建て， （平陽知県） 窪椎本 （史料によっては種惟本ともある）

及び副将王顕竜に迫り， 共に旗を祭らしむ， 民，『官皆賊に従う』と謂うも， 争って偽銭を受く。」５）

とあるのがそれである， ところで金銭会が 「義団」 とされた経緯については 「銭虜髪書」 に次のよ

うなことが記されている， 即ち平陽県人で， はじめ超啓らの下にあり， のち超啓と隙を構えて分派

を作った王秀錦なる者があった， この王秀錦の 「分派」 金銭会に所属する平陽の梶徒， 程殿英が，

成豊１１年の春，＊その姪たろ某の死刑に処せらるべき者を獄中から奪販した事件があった， これに

対し， 超啓等が隊を率いて， 程殿英一族の房屋を数箇所鞍し， その服物山積するを焚いた， これに

よって王秀錦の分派金銭会も必然的に衰微するが， それはともかくとして， この趨啓等の行為に県

令種惟本はいたく感激し， これに金吊を与えて塙ぅと共に， これを義団に充てた． その後会徒の嬬

恋横行する者があったが， 官ではこれを不問に附し， 窪惟本も禍の己に及ぶのを経れ， 江南団長朱

漢尾の議に従って， 金銭の二字が適々金郷・銭倉の二地名と合致していることに附会し， 再三に百

ってこれを郡に勧めて遂に義団に改めしめた． 従って趨啓らの会首たちは屡々公署に出入し， 域内

に於ては諸紳民を煽惑し， 王秀錦の衰えと共に， 今までそれに従っていた万金から瑞安の境界に至

る地域は， 改めて超啓らの金銭会に帰し， 林洋・郭夏らの処の不遇の徒輩はすべてその羽翼となる

に至った，
６）とある， 義団となった経緯については， 「会匪紀略」 には些か異った事情を記述して

あるが，
７）執れにしても蜂起直前に団練となったという事実には変りはない， このように金銭会が

「義団」 となったことに対し， 豪紳で翰林侍読たりし孫餅嶋は， 夙に超啓らの異志を察し， 「団練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まき
は， 各々其郷を団とす． 今賊方に党を遣わして四出し， 偽銭を播き， 営弁・街役及び郡邑の群小人

と結ぶ， その意果して何為ぞ， 而して官これを団練と謂う， 此れ准の南北の覆轍也， 深思せざる可

ｒ８７「
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からず。」と道府に建言し， 時に断江巡撫たりし王有齢にも訴えたが， 結局取り挙げるところがなか

った． そこで孫侍読は， 官の憎むべからざるを察し， 金銭義団に対抗し， それを鎮圧する目的を以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＬるＬ
て，

．別に郷村毎に義団を設け， 人ごとに白布一方を給して号となし， 凡そ入団者は入会（金銭会へ

入ること）′を禁ぜしめた， その為少しく瑞安県民の中には， 会を脱して入団を求むる者が出たとい

う，８２

註

　

１） このところは「会匪紀略」（ｐ，４７） に， 「金谷山・小箆竹者， 瑞安江上流， 去城６０里． 民多業椎埋ｏ」

　　　　

に拠って， かく表現したが， 実は「椎埋」 の意がはっきりしない． 「辞海」には， 柴解に徐広を引い

　　　　

て 「椎殺人而埋之， 或謂発‐戻」とあり， 王先謙は「発家」 の義の方がよいとしているが， 「発家」を

　　　

取っても， それを葉とするということは些かピンとこない． しかし何れにしても隣業の貧民であろう

　　　　

と思われる．

　　

２） 「遜秒」ｐ．７３

　

・ ３） 「左女蓑公全集」ｐ．２０３に，「超啓末為匪以前， 在前倉開飯鋪． 革弁公幹往来， 曽経住歌数次。」と見

　　　　

え， 賑務上往来の武弁が屡々越啓の飯鋪に宿泊していたようである，

　　

４） 福建省東南部小刀会の蜂起に当っても， その点は全く同じであった． （はしがき註１参照）

　　

５） ｐ．８１

　　

６） 同上 ｐ．２

　　　　

＊ 尚文中成豊１１年とあるところは， 「会匪紀略」 では成豊１０年となっている（ｐ．４８）．

　　

７｝即ち， 超啓が平１場県域に入るや， その行動について道府， 即ち巡道と知府は頗る疑念をさしはさむに

　　　　

至った， その上成豊１１年２月に， 起覚者？馬阿三なる者が温洲府城に潜入し， それを捕え調べた処， 各

　　　

城門の鍵を持っていたので， 道府は路博して平陽知県種惟本を詰問したが， 種惟本は自分が賊を平陽

　　　

県域に招いた立場を弁護する必要から， 鳩阿三は王秀錦の徒輩であって， 超啓に関係するものではな

　　　　

いことを主張した， 更に好人某が， 道府と種惟本との間を調停し， 賊に団練の名を仮し， 以て会を練

　　　　

となさしむべきことを種惟本に勧め， 遂に道府からその許しを得．たとある， （ｐ．４８）

　　

８） 同上同頁

　　　　

なお孫鎌鴫の団練は「安勝義団」と称し， 団勇の号衣たる給与の白布にその四字を上書した， しかし

　　　　

金銭会側ではそれを安勝義副とは呼を ず， 「白布会」と呼び， 一般に民間でも「白布会」と称してい

　　　　

たのを見れば， 当時の状勢では， 一般民衆の間で， むしろ金銭会を正統な義団と見倣していたようで

　　　　

ある．（「銭虜麦書」ｐ．９及び 「遜砂」‘の 「湖石団練義民表叙」ｐ．８０参照）．

４， 金 銭 会 の 蜂 起

蜂起は威豊１１年６月２６日， 超啓・朱秀三らが会徒数千人を率いて， 瑞安林洋の団董たろ陳安湖一

族を襲い， 貨財を劫掠したことに始まる，
１）
・陳氏は 「服物玩器輩負満道」２） 「世雄於質」３）といわ

れる程の豪紳大姓であり， 太平軍を防ぐ目的で， 前年県牒を受けて飛雲江の南岸に団練を創ってい

た．４、 しかし太平軍を防ぐ目的の団練が， 自党に不利だと考えた金銭会徒の金子蓉５）・陳丙式なる

者あり， 衆を糾めて団練旗を抜き， それに代えて金銭会団練旗を樹てた， 陳安渦がその事を郡に訴

え， 郡から金銭団練を探査するために密偵を出して， 偶々林洋の地保で且つ会徒たろ鄭歩高を捕え

た， 趨啓はそれに激怒し， 直ちに陳家を襲い， その蔵書及び宗桐の香火を尽く園図中に投げ棄て，

併せて附近の民居３０余所をも焚掠し， 彼らの態度を漸く鮮明にしたのである，６）陳安澗・金子蓉の

構隙， 及びそれによる適啓の陳氏襲撃の動機について， 「左女袈公全集」 には，
７） 「因瑞邑林洋股

戸李子栄（前記金子蓉のこと）陳安渦先入金銭会， 紳士朱鼎勧令改入白布会， 陳安欄允， 李子栄堅執

不従， 朱鼎遭同陳安…間至李子栄家， 偏令級出金銭， 李子栄訴於前倉会党超啓， 糾衆将陳安間房屋才斥

鞍， 以致激成事端， 互相報復。」と見え， 恰も個人的な対立意識から相報復するように記されている

が， 矢張り前述したように理解するのが正しいであろう， この 「左女嚢公全集」 の記述を見ても，

いかに該地域の有力者を夫々自己の陣営側 （即ち白布会と金銭会） に組み入れるかが重大であり，

そこに叉いささかの階級対立を垣間見るような気がするのであって， 単なる個人感情によって行動

せる， いわば縄張り争い的な蜂起ではなかったであろう， しかも蜂起に際して， 超啓は急拠， 平陽

県城より金銭会の根拠地たる銭倉鎮に戻り， 夜間党与を嘘集したろ処， 時に酷暑の候， 早稲の将に

【８８ 「
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稔らんという多忙な時期に際会していたにも拘わらず， 思いがけなく諸郷から酷暑を冒して蟻集す

る者 ３，０００余人であり， 遠くは福建北部福鼎から馳赴する者あり， そのため北山廟中に， 「人声鼎

沸， 香煙蔽空。」という勢を示した，７）８月２日， 金銭会は再び， 雷流の温和餅一族数十家を焚き京し

た，８）温氏は， 「雷涜大族」９） 「雷流尽温姓， 合漁塘及三大廠丁壮不下５，０００人……強盛之勢甲於

平陽。」
ｌｏ）といわれるように， 雷流を中心に漁塘・三大廠に亘って同族的結合をなしていた勢豪であ

った， ４月の間， 温氏は県牒を貰って‐一族による団練をつくり， 彼らに決して金銭会に入会せざる

ことを誓わしめたため， 諸会党も敢てその境を優することなき強盛ぶりであった，
１１）しかるに今や

超啓らの焚掠に遭ったのであるから，この報はその地域の大姓段戸にとって，極めて衝撃的なもので

あったであろう， そこで温和鋸らは府域に赴き， 道府に向って 「賊勢櫨獄， 茶毒良民。」
１２）と言い，

期限づきで官兵の救援進発を請うた， しかるに道府は， 「竪く兵力の単薄なるを以て辞と為し， 賊

を課するの意無」１３）く， 次いで刑部主事黄体立も， その事実を知府黄惟話に訴え救援を求めたが，

黄知府は 「殺人放火， 報復之常， 禍皆由団練， 無与郡県事。」
１４）と言って， 単なる械闘と見て取り合

わなかった，

　

さて， ８月１１日には金銭会について， 「日招亡命， 磨刀置械， 豊帥字黒旗於銭倉， 将大挙。」
１５）と

の報が流れ， 陳氏， 謝氏らはさきに劫掠された煩余の質を傾けて， この蜂起を阻止せんとし， 侍読

孫斜キー鳥に図って幌転部借して数千金を得， 台州船３０余綾を雇募し， 武挙人済飛鵬らをして其船を統

率せしめ， 分道して銭倉鎮を攻撃せんとした， かくして１７日， 台州船は銭倉江を進み， 遠かに金銭

会の拠点を攻めた為に， 不意打をうけた趨啓ら諸会首は， 各々大旗を手にして北山上に逃げ， 衆を

塵いたが， 衆に闘志なくて招きに応ぜず， ために超啓兇慨して神に祷り， 将に自尽せんとした， し

かし仲間に制止され， 且つ攻撃側も足並みが揃わなかったために， 会党側はその急場を切り抜ける

ことができた， 次いで２０日には金谷山の会首播英らの会徒 １，０００余人は， 前記 「安勝義団」の孫錆

鳴の家を襲い， 「家質及御賜特頃刻皆尽。」という劫掠を行い， また２４日には朱秀三も， 衆を率いて

平陽県域外の海飛鴎及び附生余書勲らの房屋， 並びに余氏の書塾をも掻き払い， 連りに附郭の諸紳

稲富家を襲ったのである， 更に２７日には瑞安の選抜生で， 家田７・８頃を有し， 超啓と合彩の薬華

が， 喚頭に於て叛旗を孫えし， 翌２８日には超啓らと会党 ２，０００余人を率いて温州府城を犯し， 城内

の各錨戸及び各紳富 １，７００余家を焚援ｔした． 時に巡道志勲は前日来， 数妓を挟んで酷酔のさ中であ

り， 変を聞くや周章狼狽， 漸く難を楽清に避けた， この府域侵犯によって， 遂に永嘉場印・道印・

府印は倶に賊手に入った． 舷に於て知府黄惟話も， 始めて「己所謂義団者， 即逆賊」なるを悟った，

美その日蜂起軍は一旦温州府城より退去し， ９月４日再び該城を犯したが， 武弁徐女久らの逆撃に

遭い， 再度退去を余儀なくされるに至った， しかしその間は平陽県から瑞安県に至る地域はすべて

会党の爪牙たる有様であり， 平陽県城内の質庫・糟坊・市粋は金銭会の捜括によって殆んど空とな

り， 軍城も半ば営中から奪取Ｌたものであっ，た， 一方瑞安県民の道府に対する要請に応えて温州府

より差遣された徐女久らも， 兵勇５，０００余人を率いて続々至り， また千総孫純良も兵勇及び瑞安城

中の義団を率いて南岸の会徒を攻撃し， 傭船たる広東艇・合鍵船も数隻至り，２７日には会党の根拠

地喚頭を三方面から攻めたが兵勇の怯儒， 広艇の闘志なき理由によって， 会徒を潰滅することはで

きなかった． しかも当時巡道志勲は総督の厳札を奉じていたので， 己むを得ず瑞安に来て広東艇ら

を督戦していたが， 恒怯にして賊を畏れ， 且つ広勇も亦素より志勲をあなどり， 無暗に軍師を求む

るのみで， 内紛の徴， 歴然たるものがあった， かくて１０月中旬， 先ず台勇が戦列から脱落し， 次い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

うナ
で志熟も広艇に乗って遁去し， 「瑞安城中， 守益単」く， 叉２４日には湖石団練を作って， 屡々金銭

会徒を被った張家珍も戦死した， そこで蜂起軍はその事実を探知するや， 直ちに翌２５日には海盗船

（石子慕船） ７隻を以て江を渡り， ２万余の大軍を以て一挙に瑞安県域攻略を行わんとした， 「票１１

－

　

８９

　

－
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惇尤甚」しき海盗の活曜目醒しく，２７日の激戦によって瑞安城は「城東南西， 黒霧漫天， 日光為晦，
編地惟黄塵漠漠， 城中人相顧皆失色， 有識伝城巳陥者， 婦女望空泣拝， 哀声震天。」という惨情に陥

った． しかしこの時も決定的な打撃を与え得ず， 約１０日間の攻防の後， 漸く１１月６日至り， 蜂起軍

側に敗色の徴が明らかになって来た， 即ち当日

　

永嘉前令高燥材の率いる広艇４隻救援に来り， ま

た瑞安東北諸郷の附生・武生の反撃により， 会首の一人朱秀三は戦闘に敗れて自尽し， その日， 蜂

起軍の死者殆ど３，０００に及び， 「賊勢目是大挫」くに至った， 更に１４日には， 間断総督慶瑞の命を

受けた張啓燈の間勇 １，０００余人が来援した． 啓燈はさきに諸匿に於て太平軍と戦って利あらず， 殆

んど軍械を失っていたので， その間暫く温州府城に来り， 孫侍読の調達せる銭 ４，０００絹を以て戦船

１０隻を建造し，
．着々反撃体制は完成され， 且つ２４日には間銅２万両， 火薬数千角ｂが福建省より啓燈

の手にとどいた， かくて物量を中心とする彼我の形勢に漸く逆転が見られるに至った，

　

即ち啓燈は１２月１５日には戦船１０隻を以て金谷山に進則し， 且つ呉一勤らの団董を以て訳陀山の会

党を会則せしめた， その為２４・２５日の間には， 金谷山を中心とする会党は， 会首茶華と共に西方に

敗走を余儀なくされた， 更に２９日には総兵秦如虎が， 会首の一人謝公達を生檎にし， 勢いを駆って

平陽の女武官に激して・「逆首」 超啓を速かに檎にして官に送らんことを責めた， そこで翌同治元年

正月２日には， 平陽県副将王顕竜が超啓を誘って平陽域を出たところ， 行途秦如虎の兵至ると聞い

た超啓は， 遂に逸去して葵葵「従容賊」 わんとしたが， 玉環にて捕えられ， 牒死し， 叉さきに敗走し

た繁華も同様青田に至り 「投尊賊」 ぜんとしたが， 永嘉の界で捕えられ適啓と同じく牒死の憂き目

に遭った， そこで３日には秦如虎の軍平陽に入域し， ４日には張啓燈の軍が会首播英を生檎し， 周

栄・纏元・張元ら３・４人を除く他の会首も尽く謀殺され， 弦に約半年に亘った平陽県金銭会の蜂

起も， 一応潰滅するに至ったのである，
１６）

　

以上で主題とした金銭会蜂起の経過については終るが， 既述の如く翌２月には， 青田・景寧を陥

れた李世賢魔下の太平軍が， この金銭会の余党の棚導によって， 温州府城並びに瑞安県域を攻撃し

たことが史料に見える，

　

ところで， 同治２年５月福寧府知府として到任した程栄春撰録の 「福寧紀事」 巻首には， 「成豊
１１年， 平陽金銭会匪， 闘境に開入し， 福鼎県域に鼠擾す。」と見え， 叉同書， 紀事では 「甲子 （同治
３年） ５月１５日， 平陽紅布会匪， 寧を擾するの謀， 砕かに露ゎる。」とあり， 匪首平陽人超辛以下数

名， その他の匪目， 内応せる股首等夫々教名づっ挙げている， これに拠って， さきの平陽県を中心

とする蜂起は福建北部までその勢力を拡げていたことが判るのであるが，「由平至郡必由之路」１７）た

る福鼎が金銭会徒の手中にあったのは， 第一節註７に掲げた史料によって判明するように僅か２箇

月のことであった， 執れをこしても， 成豊１１年末を以て一応潰滅した金銭会は， その後仮に潜在的力

を有していたとしても， 該地域での表面的な活動はなされず， 従って前記したように， 弦ではひと

先ず， 後に姦動を見る同治３年５月の福寧占拠のうごきを， 考察の対象から外したのである．
勿論両者の間に， 何等の繁りもないなどと言うのではない， 即ち史料には， 「平陽匪首尚在り，

往年福鼎を陥れ， 温州を棟む， 鞭除すること浄からざれば， 今日の逆謀復た滅んなるに致る。」
１８）と

見え， また 「断江平陽県金銭会余匪， 復有振動。」１９」とあり， 当時既に紅布会， 更に八卦会と名称を

更えていたとしても，
２０｝金銭会が完全に消滅していたわけではなかった． 程栄春の 「案」２１）に拠る

と， 同治３年の動きは周到な準備と， 相当大規模な計画の下でのものと受け取れるし， また 「共の

擾域を謀るを定むるや， 遠きは１１・２日 （同治３年５月－－前記の如くこの月の１５日には蜂起の予

定）， 遠きは１３・４日， 平陽より分路来寧し」２２）・「（福寧府） 四郷の客民の情を知りて会に入る者

……約計するに万余戸を下らず。」２３）とあるのを見れば， この時の会党も依然として平陽を根拠地と

しているし， 指導者もそこから来寧した者であることが判る． ただその動きは官側の事前の処置に

－
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－
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より， 指導者たちは一網打尽され， 蜂起は未然に防止されたのであって，
．その点から考えて， 弦で

はそれについて充分には論及しないことにした，
註

　

１）２） 「銭虜髪書」ｐ．１

　　

３）４） 「平陽県志」ｐ．８６

　　

５） 「銭虜髪書」には李子蓉， 「左女装公全集」 では李子栄とある．

　　

６） 「遜砂」会匪紀略， 及び註１） 参照

　　

７） 註１）書 ｐ．３

　　

８）１２）１３）１５）同上書 ｐ．６

　　

９） 「平陽県志」ｐ．８５

　　

１０）１１）註１） 書ｐ．４

　　

１６） この蜂起の模様は， 日々の戦況を日記体に記述した「銭虜麦書」を主として用い， 且つ補足的に「遜

　　　　

秒」中の 「会匪紀略」 以下の諸史料， 及び「平陽県志」中の「人物志」を利用した． ただ姫を避けて

　　　　

本文中カッコ引用の箇所について， 一々註記をしなかったのでお断りしておく．

　　

※

　

道府印を会徒に奪われ， 瑞安県域をめぐる戦闘が酪の頃に至っても尚， 志禦ごや黄惟謡らは， 「志裏｛亦

　　　　

悪言則賊」とか「（黄）惟詩在瑞名弁賊， 然猶翼以撫以評飾， 言則者軌為所浪．。」（「会匪紀略」． 同様な

　　　　

女が「銭虜髪書」 にも見ゆ。） とあるように，「劇賊」への積極的態度どころか， むしろ「庇賊」 とい

　　　　

えるような奇怪な態度であったが， これは志勲， 黄惟譜が平陽知県塑維本の請によって金銭会を義団

　　　　

とした自己の誤を隠庇するためのポーズであるか， その他の理由によるものか， 只今不明．

　　

＊＊ 「会匪牽己略」 には， 趨啓逸去の理由について「或日，（程）惟本，（王）顕寛濯世通賊状， 陰縦之也。」と

　　　

ある，

　　

１７） 「福寧紀事」ｐ．１２３

　　

１８）２３）同上書 ｐ．１ー０

　　

１９）同上書 ｐ．１０３

　　

２０） 「夫紅布由於金銭」（福寧紀事，ｐ．１８６），「平陽紅布会匪改名八卦会。」 （同上書ｐ．１４６），「平陽県届

　　　　

金銭会匪， 分散紅布， 改名八卦会。」（同上書 ｐ．１０４）

　　　　

ところで紅布会の会首は， 平陽麻埠の団董林孔葵であった」 議事は一切彼の自宅で行われ， 近傍から

　　　　

召いた平陽人に， 紅布・旅費・雨傘を支給して蜂起に備えた， 彼はもともと「金銭漏網会匪」 のひと

　　　　

りで， 同治２年金銭会を紅布会と改称した．（同上書 ｐ．１３７）

　　

２１） 「福寧紀事」の資料集に掲げられた「票」の全般に拠る．

　　

２２）同上書 ｐ．１０６

「むすび」 に代えて－－蜂起の条件と主体

　

金銭会の蜂起がどのような条件の下で生起し， またどのような目的を持っていたか， それは太平

天国が， 「救世」 「醒世」 「覚世」 ３篇から 「天朝田畝制度」 に至る一連の理論的基礎を持ってい

たのとは大いに異るし， また上海や福建省の小刀会が蜂起に当って出した 「怖告」 の如きも史料か

らは全く見られず， 従ってその蜂起の動機や目的を的確に把握することは困難である，

　

勿論それは既述の如く， 太平天国の活動に刺戟され， 直接的には断江省へ侵入した太平軍に響応

して起ったとも考えられる． しかし， たゞそのような外部からの営力によって， あのような蜂起が

なされたとするわけにはいかぬ， それにはそれとしての主体的内在的理由があるべきであると考え
る， またこの蜂起をしばしば支配者側が 「平 （陽） ・泰 （順）両邑辺境， ……民風頑惇。」１’といっ
ているような， 単なる住民の性格に解消して了うことも勿論できぬ， と言って， 蜂起する内在的理
由， 例えば清朝を通じての， 特にアヘン戦争以後の， 該地に於ける社会的経済的変化による歴史的

必然性というようなものを， はっきり掴むための史料は今の所手許にない． 社会的経済的変化－－

封建社会の崩壊過程を知らせるような一般的な史料はあっても， 金銭会の蜂起それ自体に， それを

ひっかけて， 具体的に説明しうるような史料がないのである，

　

そこで私は以下に蜂起の条件というようなものを一二挙げて考察の対象としたい，

　

平陽， 泰順の辺境が 「民風頑惇」 であることは前述したが， 「申報」 にもその地の住民の性情に

ついて， 「惟うに台温二処の人は， 即ち！凶惇に習う． 就中， 尤も黄厳・平陽を以て最と為す。」２）と

－
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ある． しからば， 金銭会蜂起の中核である平陽を中心として， 東北の黄厳， 西南の泰順に至る地帯

の， いわば 「習性」 ともいうべき 「凶惇」 なる民風は， そもそもいかなる理由にもとづくものであ

ろうか， それは矢張りこの地域の地理的条件， 更にそれによって大きな規定を受ける社会的条件の

しからしむる結果によるものと思う，

　

「福寧紀事」 に， 「顧問地勢， 山環海錆， 好究之？闇薮也。」
３）と見え， 「皇朝経世女編」 に， 「間

之樟泉， 断之温処， 傍海依山者多。」
４）とあるように， 平陽から瑞安， 温州府にかけての沿海及び内

陸地域が， 福建省東南部の樟州・泉州両邑地帯と同様に， 見るべき耕地をもたず， 好究の発源地た

る地理的条件の下にあった， 従って若しこの地の住民が一旦食を欠くような状況に迫られると， 当

然海盗となるか山賊となるか， 叉その地の豪家富家を襲い， 一時糊口の資を得ようとする，「申報」

に， 丁温台浜海の区， 平時， 内地常に人満無田無産に苦しめば， 則ち海に入りて盗と為る， ……其

性情割厚にして， 習い強函を尚ぷ。」
５）とあるのは， その一端を明瞭に物語っている， 以上のように

耕地の寡少と， 五穀栽培に不適な条件下の農業生産といえば， 商品的農業生産物の栽培に依拠せざ

るを得ないのではないか， 次に挙げる史料は， 光緒年間のもので時代は下るが， 例えば泰順県の例

として， 「薬材中泰ボ一物， 産於東願泰順県山中， 郷民捜掘入山， 習為恒業。」
６）とあるのは， ボが

たとえ自然薬草としても， それが商品として販売された点については疑いなく， 会首の有力者朱秀

三が売薬にて生活を維持していたことも， それに関連して考えられはしまいか． 叉文中， 「習為恒

業」 とあるように， 住民が早くからそれにタッチしていたことがわかる．

　

叉， 瑞安， 永嘉， 泰順， 平陽， 楽清らの府県属が鴫片の栽培に早くから従っていたことは， 「温

州五県， 所産鴫片， 以瑞安為最， 永嘉平陽楽清次之， 泰順叉次之。」
７）とあるによって知られ， 叉，

「〔漸江瑞安県〕 紅花〔昔時有作餅阪運遠処， 此時洋色盛行， 無有業是者炎。〕」８〕とあるのは， 藍瀧

の如き染料についての史料であり， 光緒時代には既に外国染料の進入によって土産の染料が振わな

くなったことを述べたものであるが， 「昔時……」 とあるのによって， この地域が早くから染料の

如き商品生産に従っていたことがわかる． 以上挙出の僅かな史料のみで結論を出すのは早計に過ぎ

るが， もし如上の地域に早くから商品作物の栽培が行なわれていたとすれば （というのは， それに

反対する有力な史料も只今のところ見当らぬので），当然そこに地主＝商業資本の介入が行われ， 土

地の集中と農民層の分解が見られ， 早熟的にルンペン・プロレタリアートの垢出せられるべき土壌

を形成するといえる， しかるに中国の都市は， 封建権力の牙城であり （城居地主コ官僚＝国家権力

の提携）， 以上のルンペン・プロレタリアートの労働力を吸収すべき機能を有しない， 従って彼等は

依然として農村社会内に深く低迷して， 時として地方の擾害をなす，

　

彼等は平時に於ては流動して， 可耕地あらば封禁と錐も 「私墾田畝」 し， 「割土煎塩」 し， 官憲

が後難を恐れて禁逐しても， 尚 「朝駆暮回」 する始末であった．９）叉所謂 「客戸」 として他地域に

移動し， 貧農としてその地に定着する， 例えば嘉慶４年の進士たる朱桂の 「論南田山開墾状」ｌｏ）に

拠れば， 台州府東北方の南田を中心とする峻島が， 従来より封禁の地でありながら， 無業の貧民に

よって開墾され， 「臨海黄厳県の人， 其の大半に居り， 温州の平陽， 十の二三に居る。」とあるよう

に， 平陽県人の移住者が目立ち， 彼らは 「祖孫父子数世， 山に在りて開墾する者あり， ３・４０年，

２・３０年等しからざる者あり， 皆構うるに家室あり， 間々巻属を帯びざる者有り， 皆南田山内に依

棲しゴ誹種す。」と見えるように， 大抵は家室を引具して長期に亘りその地に定住して耕作に従う貧農

であった． 叉前記 「福寧紀事」 に 「平陽客戸の福寧に住むもの数万戸。」，
１１）「惟うに霞浦轄すると

ころの各郷に， 寄居する平陽人， 之を土著に較べて十の三四， 或は二三世， 或は数十年。」
１２）とある

のも同様であって， 平陽県人が如何に他府県， 或は他者に移住していたかの証左である． そしてこ

れら客戸が， 均しく 「耕作貧民」１３）であり， 「種山貿易」１４〕といわれるような生活状態であって見

－
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れば， 生活上の圧力は決して除去されるべくもなかった， 註１２） で掲げた女に続き， 「其中， 分に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

たび
安んずる者固より多し， 而して此次の会に入りて情を知る者， 亦復た少なからず。」とあり， これは

前節で触れた同治３年の福寧府攻略計画に関する史料であるが， これによってその謀略の基本的群

集が， 以上の平陽客民であることを思えば， 舷に於ても亦他地域に於けると同様に， 地方擾乱のベ

ースがルンペンもプロレタリアート及びそれと同列の貧農にあったことを首肯しうるであろう， さ

きの超啓らが 「将大挙」 んとして， 「日招亡命」 いた亡命も， もとよりそのようなルンペン・プロ

レタリアートであり， 逆にいえば， 「散在」的な彼らの不満と苦悩を， 一つの結集した反官反権力

的な勢力に組成して行ったのが， 周栄や趨啓らであり， その結着点に， 封建社会に共通な現象であ

る呪術や宗教的マギーが存在した， しかしそれはどこまでもヴェールとしての意味をもつだけであ

り， 特に金銭会の場合は史料上からは宗教的雰囲気は殆んど感ぜられないといってよい，

以上に私は社会的経済的変化の中に於ける， 該地域の地理的条件の有する意味といったものにつ

いて駄弁を弄したが， 更にこの蜂起を促進し可能ならしめた条件として， 該地に於ける封建的軍事

力の弱体化 （即ち前述の如き太平軍の新省膜鍋下の軍情） を挙げることができるし， 叉， 省境地帯

が官憲統治力が比較的及び難い， いわゆる 「死角」 的地域条件を備えていたことにもよるものであ

ろう， 即ち同治２年福寧府知府として到任後， 久しからずして紅布会と改名した金銭会の姦動を偵

探した程栄春が， しばしば 「時間省知其謀而不能越境征則， 断省不知其計而不肯実力捜掌， 此該会

匪等所以球無忌禅也。」
１５）と嘆いているように， 行政上の制約によって 「越境征劇」ができない事情

の下では， 省境こそ蜂起の根拠地としての恰好な条件を備えていたと言えよう．

　

次に金銭会蜂起の主体を考える上で， 既にその基本群集－基盤が貧農， 流涙（亡命）， 零細漁民，

客戸等， 総じてルンペン・プロレタリアートに類する最下層によって構成されていたのであろうと

指摘して来たが， 舷では主として金銭会指導者たちの階級性という側面から， この蜂起の主体を考

えてみたい，

　

まず趨啓は， 前述の如く銭倉の埠役であり， 飯鋪を経営しながら， 傍ら材木業に出資していた．

叉当地を往来する草弁が大てい彼の飯鋪に逗留休息していたことを考えれば，１６）各地の情勢を逸早

くキャッチしうる立場にあったと思われる． 第２節註７） で， 蜂起途上彼の飯錨が参謀本部的機能

を果したのではないかと指摘したのは， その点を考慮してである， 次に金華から銭倉に客となった

周栄は，売筆者で「識字者」であり，朱秀三は，薬売者で粗々医にも通じていた，
１７）従ってこの３人は

当時にとっては， や インテリの部類に属すると考えてよいのではないか， 叉他の会首， 纏元， 孔

広珍は， それぞれ 「塑神像者」１８）「駕□□者」１９）とあるように， 職人・零細商（阪夫）であったと考

えられる， 更に瑞安出身の禁華は， さきにも屡々触れたが， 「家有田七八頃， 衣食頗銃． 性噌利，

於宅辺開木行， 与趨啓合形。」
２０）といわれるように， 相当の資産を有し， 超啓と木行を共同経営し，

（超啓は出資のみで自らはタッチしていなかったと思われる），「性噌利」 というように 「営利心」

も少からず強かったようである． しかも彼は蜂起の為の資金の調達者であったことは前にも述べた

通りである， しかし， もともと彼が家富の出でなかったのは 「・苦学」２１）とあるのによって知られ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お
「毎清長身弓負木料」２２）というように， 早朝朗ら労働に従い， 封建地主や前期的商人とは自ら異った

生活態度であった， 叉瑞安県域東門外に於て， 銭鋪を開ける陳瑞錦， 同じく薬錨を開ける葉雨金ら

も入会していた，
２３）叉既述の林洋の牙戸， 李子栄も会党であった． 成豊１１年９月１２日， 遂に生檎の

上斬首された会徒茶士礼は， もと 「海浜の劇盗」２４）であり， その前日小杉板船内で牟獲された６人

は， 倶に「負販海浜」２５）の零細漁民であった， 更に会党の饗導をなした逆党楊銀喜は「売萱為業」２６）し

て生活の資を得ていた， 叉別に銭倉沼外委の朱“開８， 百総楊世勲， 林洋の地保鄭歩高の如き下級武

官， 土着警備員も会に通じていた，
２７）叉前記の如く各営の弁兵， 府県署の青吏も勾結し， 一部紳衿

－
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の通ずる者があった， しかしこれら営弁， 豪吏，．郷紳らの 「通会」 者の多くは， はじめ金銭会の蜂

起に当って， それが太平軍の号令によって起ったと称し， 入会者はその害を受けぬ，と宣伝し， しか

も当時は， 既に処州を攻陥していた事情にあったので， 「官民皆↑同疑」２８）した結果によるものであ

ろう， 平陽知県種惟本などの暖昧且つ奇怪な行動の中に， それが表われているように思う， 従って

新江省に於ける太平軍の軍事力の変化と， 金銭会蜂起の発展過程の中で， より時：間を仮すならば，
所詮その階級的性格を明瞭にすべき性質のものでなかったか， と考えるものである， 勿論この蜂起

は尚雑多な不純な要素を排除し得ないままに潰えた， しかしこの金銭会の蜂起は， 前稿で述べた福

建省の小刀会の蜂起に比べた時， 階級構成の上で， より明確なものを観取しうるように思う，

　

所論がいささか先走ったが， 要するに以上の指導者の性格の中に， 私は封建社会内部の矛盾とそ

の解体過程の中から生れて来た 「新しい型」 の中小或は零細商人， 換言すれば， 旧来の地主＝官僚

＝商業資本の三位一体としての商人の型とは異質の， いわば 「小商品生産者」層というべきものを

見るのであって， 特に超啓や禁華にその点を読みとることができるように思う，

　

以上の様にルンペン・プロレタリアートや貧農を中核にし， 「新しい型」 の中小商人によって指

導された金銭会が， 湖石団をつくり， 蜂起軍の鎮圧に当った瑞安生員張家珍が， 「家貧無籍」２９）と

いわれるのを例外とすれば， その地域の封建地主・富戸を以て当面の敵とすることは何等不思議で

はない， 前述のように， 蜂起の当初焚掠を被った瑞安の貢生陳安湖一族は， 「世雄於質」 といわれ

る素封家であった， そして彼の蔵書や宗桐の香火を尽く圃に投棄して気勢を挙げたという行動の中

に，－日い伝統に対する激しい憤りを感得しうるのではないか． 叉ついで， 刻掠をうけた温氏一族は

「雷流尽温姓」 且つ数村に跨って族的結合を行って， 強盛平陽第一という大族であった． 叉地方の

団練を弁理し， 金銭会鎮圧に狂奪した前記孫鍋嶋も， もともと瑞安の豪紳． 平陽江南張家墨居住の

楊府君は， 金銭会に対抗するために，「諸大戸， 豪民を召し， 悉く集めて会飲せしめ」３０）彼も亦「世

以質雄江南． ……務儒業。」
３１）という読書人＝劣紳であった， 金銭会が蜂起途上で地主富家を敵とし

一般の民家の劫掠や殺傷を戒めたと考えられるのは， 例えを ８月２３日， 朱秀三が平腸県域に薄った

時， 「連籾諸富民」３２）とあり， 超啓・禁華らが同じ２８日に温州府城突入に当って， 「焚掠各錨戸及

各紳富千七百余家」３３）とあったり， その時に 「多在大街槍剤， 並無殺傷，百姓」３４）と見えることから

窺える． このことを裏返して言えば， 金銭会内部が 「無少長老幼， 皆相呼日兄弟」３５）というような

いわば民主的組織形態の中に， 「敵と味方」 との意識の鮮明さを些か汲み取れると思うの’である，

　

以上で金銭会蜂起に関する大雑把な叙述は終るが， 一言で言えば， この蜂起の中に私は， 未成熟

ながらも， 基本的には 「太平天国の革命運動」 と同じ型を見出すのである．
註
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藤

　　

岡

　　

次

　　

郎

３０）３１）３２）同上書 ｐ．７０， ｐ．７１， Ｐ．５１

３３） 「銭虜髪書」ｐ．１１

３４） 「金銭会墳記」ｐ．４５

３５） 「遜砂」ｐ．４７

一

　

９５

　

－


